
市の特産品「うど」が
旬を迎えていますお知らせ うれしい報告お知らせ

第44回日高かわせみマラソン大会による交通規制お知らせ
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　12月20日、令和元年度防火ポスターコンクー
ルで優秀賞を受賞した和田あずささん（高麗小学
校５年）と佳作を受賞した石田明璃さん（武蔵台中
学校１年）が市長に受賞の喜びを報告しました。
　本年度は、埼玉県選出の２作品が日高市の作品
であり、どちらも入賞を成し遂げました。受賞お
めでとうございます。
問い合わせ　危機管理課防災防犯・消防担当

　日高市は県内有数のうどの産地です。市内で生
産されるうどは、畑で育てた根株をむろと呼ばれ
る地下室に植え付けます。むろで育てられたうど
は純白で香りが高く、アクが少ないのが特徴で、
生でも食べられます。
　生産されたうどのほとんどが関西市場に出荷さ
れますが、一部は市内のJAいるま野の直売所（あ
ぐれっしゅ日高中央、高萩南農産物直売所）で購
入できます。
　炒め物や酢みそあえ、
サラダ等でおいしくい
ただけます。春の訪れ
を感じさせる独特の香
りとシャキシャキとし
た歯ごたえを味わって
みませんか。
問い合わせ
　産業振興課農政担当

　３月８日（日）に、第44回日高かわせみマラソン大会を開催します。多くのラ
ンナーが参加しますので、沿道での声援をお願いします。
　なお、大会の開催に伴い、交通規制を行います。皆さんのご理解とご協力をお
願いします。
問い合わせ　日高かわせみマラソン大会事務局（生涯学習課内）☎989－2111
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日高市立地適正化計画の届け出制度が始まりますお知らせ
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■立地適正化計画とは？
　全国的な人口減少と高齢化を背景に、高齢者や子
育て世代にとって安心できる健康で快適な生活環境
を実現し、持続可能なまちづくりを可能とすること
が課題となっています。こうした中、医療・福祉施
設、商業施設や住居がまとまって立地し、福祉や交
通なども含めて都市全体の構造を見直すなど、「コ
ンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考えで
進めることが重要です。本市においても、地域の特
性に合わせた緩やかな都市機能と住宅の集約化によ
るコンパクトシティの形成を目指すため、立地適正
化計画を策定し、誰もが安心で快適に暮らせる安心
快適都市の形成を目指すものです。
■届け出制度の内容
　都市機能誘導区域内外、または居住誘導区域外で
以下の行為を行おうとする場合は、行為に着手する
30日前までに市長へ届け出が必要となります。な
お、届け出は立地を規制するものではありません。

　市では、「日高市立地適正化計画」を令和元年12月18日に策定し、令和２年３月31日に計画の公表を予
定しています。公表後は、都市再生特別措置法に基づく届け出が必要になります。

【立地適正化計画届け出制度Q＆A】
Q　届け出制度の開始日はいつからですか。
A　�立地適正化計画を公表した日（令和２年３月31
日予定）から届け出が必要となります。

Q　届け出する期日はいつまでですか。
A　工事着手予定日の30日前までです。

Q　�令和２年３月31日に工事着手する場合は、届
け出が必要ですか。

A　�必要です。公表予定日の令和２年３月31日か
ら４月29日までの間は、工事着手予定日が30
日前より短くても届け出が必要です。

Q　届け出に関する罰則はありますか。
A　�届け出をしない、または虚偽の届け出をして開
発行為等をした場合、法第130条の規定に基づ
き罰金に処せられる場合があります。

Q　�敷地が誘導区域内外にわたる場合に、届け出は
必要ですか。

A　�敷地の一部でも届け出対象区域になっている場
合は、届け出の対象となります。

Q　�一部に誘導施設を含む複合施設の場合は、届け
出の対象となりますか。

A　�一部でも誘導施設を有する場合は、届け出の対
象となります。

問い合わせ　
　都市計画課計画推進・企業誘致・住宅政策担当

◎居住誘導区域外に係る届け出
（１）開発行為
　　①３戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
　　②�１戸または２戸以上の住宅の建築を目的とする

開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの
（２）建築等行為
　　①３戸以上の住宅を新築しようとする場合
　　②�建築物を改築し、または建築物の用途を変更

して３戸以上の住宅とする場合

◎都市機能誘導区域内外に係る届け出
【都市機能誘導区域外の届け出対象行為】
（１）開発行為
　　�誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
を行おうとする場合

（２）開発行為以外
　　①�誘導施設を有する建築物を新築しようとする

場合
　　②�建築物を改築し、誘導施設を有する建築物と

する場合
　　③�建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建

築物とする場合
※誘導施設とは、都市機能誘導区域ごとに居住者の
共同の福祉や、利便性の向上を図るために立地すべ
き施設であり、都市機能（社会福祉、子育て機能等）
の増進に寄与するものです。
【都市機能誘導区域内の届け出対象行為】
　�誘導施設を休止または廃止しようとする場合
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